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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第31期
第２四半期
連結累計期間

第32期
第２四半期
連結累計期間

第31期

会計期間
自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日

自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日

自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日

売上高（百万円） 30,423 31,438 61,417

経常利益（百万円） 12,117 13,416 24,643

四半期（当期）純利益（百万円） 6,744 7,932 13,971

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
6,787 7,919 13,994

純資産額（百万円） 120,197 120,812 121,947

総資産額（百万円） 146,475 148,858 151,636

１株当たり四半期（当期）純利益金額

（円）
228.62 278.93 478.00

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額（円）
228.52 278.49 477.74

自己資本比率（％） 81.8 80.8 80.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
8,526 10,150 20,512

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△2,075 △3,734 △9,786

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△5,413 △9,445 △11,127

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高（百万円）
30,719 26,251 29,280

　

回次
第31期
第２四半期
連結会計期間

第32期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日

自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日

１株当たり四半期純利益金額（円） 119.05 133.63

　

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。　

３．第31期第２四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

４．第32期第１四半期連結会計期間より潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定にあたり、

「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　平成22年６月30日）および「１株当た

り当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　平成22年６月30日）を適用し

ております。当該会計方針の変更により、第31期第２四半期連結累計期間および第31期連結会計年度の潜在

株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の数値は、遡及修正後の数値を記載しております。　
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

１．業績の状況

当第２四半期連結累計期間の自動車流通市場を取り巻く環境は、東日本大震災によりサプライチェーンが寸断さ

れた影響などにより、国内自動車生産実績は７月まで前年同月実績を大幅に下回り、新車登録台数は1,939千台（前

年同期比23.7％減）となりました。一方、中古車登録台数は、震災後の復興需要に加え、国内販売、海外輸出ともに安

定した需要に支えられ3,044千台（前年同期比3.1％減）と微減にとどまりました。（一般社団法人日本自動車工業

会、社団法人日本自動車販売協会連合会、社団法人全国軽自動車協会連合会調べ）

オートオークション市場は、新車登録台数の大幅な減少を受け、新車買替時に発生する下取りや買い取り車両が

減少したことから、出品台数は3,083千台（前年同期比5.4％減）となりましたが、震災後の復興需要や国内販売、海

外輸出ともに安定した需要があり、成約台数は1,904千台（前年同期比0.5％減）となり、成約率は61.8％（前年同

期実績58.7％）まで上昇しました。（月刊ユーストカー調べ）

　このような経営環境の中、ＵＳＳグループの当第２四半期連結累計期間は、売上高31,438百万円（前年同期比

3.3％増）、営業利益13,314百万円（前年同期比10.5％増）、経常利益13,416百万円（前年同期比10.7％増）、四半

期純利益7,932百万円（前年同期比17.6％増）となりました。

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は148,858百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,778百万円減少

しました。これは、オークション貸勘定が1,394百万円減少したことや、減価償却などにより有形固定資産が1,426百

万円減少したことなどによるものであります。

負債合計は28,045百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,643百万円減少しました。これは、オークション

借勘定が326百万円減少したことや未払法人税等が254百万円減少したこと、自動車税預り金の減少などにより流動

負債のその他が823百万円減少したことなどによるものであります。

純資産合計は120,812百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,134百万円減少しました。これは、利益剰余金

が5,007百万円増加したのに対し、自己株式の取得により自己株式が6,328百万円増加したことなどによるものであ

ります。

セグメントの業績は次のとおりであります。

①オートオークション

オートオークション事業は、出品台数は1,026千台（前年同期比6.2％減）となったものの、成約台数は690千台

（前年同期比1.4％増）となり、成約率は67.3％（前年同期実績62.2％）と大幅に上昇する結果となりました。ま

た、一部のオークション会場におけるコーナー編成やキャンペーン内容の見直しなどの影響もあり手数料単価が

上昇し、増収となりました。

営業利益については、減価償却費、賃借料およびのれん償却額が前年同期と比較して減少したことなどから、大

幅な増益となりました。

この結果、オートオークション事業は、外部顧客に対する売上高22,094百万円（前年同期比2.1％増）、営業利

益12,810百万円（前年同期比11.1％増）となりました。

②中古自動車等買取販売

中古自動車買取専門店「ラビット」は、オークション相場が高値で推移したことから、台当たり粗利益が増加

したことに加え、取扱台数も増加し増収増益となりました。

事故現状車買取販売は、取扱台数は微増にとどまったものの、台当たり粗利益が増加したことなどにより増収

増益となりました。

　この結果、中古自動車等買取販売事業は、外部顧客に対する売上高6,574百万円（前年同期比8.9％増）、営業利

益422百万円（前年同期比19.3％増）となりました。

③その他

株式会社アビヅは、廃自動車や工場廃材等の取扱量が減少したことに加え、材料仕入単価の上昇もあり減収減

益となりました。

株式会社ＵＳＳ東洋は、ゴム等の原材料費高騰の影響が大きく、販売価格の値上げも実施しましたが増収減益

となりました。

株式会社ＵＳＳロジスティクス・インターナショナル・サービスは、７月より輸出代行業務を開始しておりま

すが営業損失となりました。

この結果、その他の事業は、外部顧客に対する売上高2,769百万円（前年同期比0.8％増）、営業利益18百万円

（前年同期比82.5％減）となりました。
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２．キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較

して3,029百万円減少し、26,251百万円となりました。なお、当第２四半期連結累計期間における連結キャッシュ・

フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は10,150百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益13,436百

万円（前年同期比16.2％増）、減価償却費及びその他の償却費2,000百万円（前年同期比13.3％減）、法人税等の

支払額5,730百万円（前年同期比16.0％増）によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果支出した資金は3,734百万円となりました。これは主に、定期預金の純増加額3,000百万円（前

年同期比400.0％増）、有形固定資産の取得による支出300百万円（前年同期比70.9％減）によるものでありま

す。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果支出した資金は9,445百万円となりました。これは主に、自己株式の取得による支出6,328百万

円（前年同期比194.7％増）、配当金の支払額2,924百万円（前年同期比2.9％増）によるものであります。

３．事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社

法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

　

（株式会社の支配に関する基本方針）

Ⅰ．基本方針の内容

　大規模買付行為が行われる場合、当該大規模買付行為が会社の支配権の移転を伴うものであったとしても、当社

は資本市場に公開された株式会社である以上、大規模買付者（大規模買付行為を行おうとする者または大規模買

付行為を行っている者を総称していいます。以下同じとします。）に対して株式を売却するか否かの判断や、大規

模買付者に対して会社の経営を委ねることの是非に関する判断は、基本的には、個々の株主の皆様のご意思に委ね

られるべきものだと考えております。

　しかしながら、大規模な買付行為の中には、①買付者による買付行為の目的等からみて、買付者が真摯に合理的な

経営を目指すものではないことが明白なもの、②一般株主に不利益な条件での株式の売却を事実上強要するおそ

れがあるもの、③当該買付行為に応じることの是非を一般株主が適切に判断を行うために必要な情報や相当な考

慮期間が提供・確保されていないもの、④当該買付行為に対する賛否の意見または当該買付者が提示する買収提

案や、事業計画等に代替する事業計画等（以下「代替案」と総称します。）を会社の取締役会が株主に対して提示

するために必要な情報、当該買付者との交渉機会、相当な考慮期間等を会社の取締役会に対して与えないもの等、

会社の企業価値または株主の共同の利益に対して回復困難な損害を与える可能性のあるものも少なくありませ

ん。

　以上の企業買収をめぐる状況に鑑み、当社は、大規模買付者に対して事前に当該大規模買付行為に関する必要な

情報の提供および考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否

かを当社株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が当該大規模買付行為に対する賛否の意見または代

替案を当社株主の皆様に対して提示すること、あるいは、当社株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと

等を可能とし、もって当社の企業価値、ひいては当社株主の皆様の共同の利益の確保・向上を図ることが必要であ

ると考えております。

　当社は、当社の企業価値および当社株主の皆様の共同の利益の確保・向上をこのようにして図ることを妨げる態

様で当社が発行者である株券等（下記Ⅲ２(1)に定義され、「当社株券等」といいます。以下同じとします。）につ

いての大規模な買付行為を行う者に対しては、必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企業価値および当社

株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。
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Ⅱ．基本方針の実現に資する特別な取組み

　当社および当社子会社（以下「ＵＳＳグループ」といいます。）の事業は、会員制オートオークション事業を中

心に中古自動車等買取販売事業、廃自動車等のリサイクル事業などから構成されております。

　オートオークション事業におきましては、全国17か所に現車オークション会場を展開し、会員企業数はＵＳＳグ

ループ全体で46,135社（平成23年９月30日現在）、年間出品台数212万1,948台（平成23年３月期）、市場シェア

33.8％（平成22年暦年実績）と業界トップの地位を確保しております。

１．わが国の中古自動車流通市場について

　わが国の中古自動車流通は、消費者の皆様が、自動車の買い換えを行う際に、所有している自動車を自動車

ディーラーや中古車買取専門店等に売却し、新しい自動車を購入することが一般的な商習慣となっております。

　そのように売却された自動車は、ＵＳＳグループを含めて、全国に約130あるオークション会場に出品され、取

引されることが主流となっております。

　したがって、オートオークションは、株式市場における金融商品取引所と同様、中古自動車流通における商品取

引所としての社会的インフラの役割を担っております。

　

２．オートオークション業界におけるＵＳＳグループの役割

　中古自動車流通市場の中でＵＳＳグループが、オートオークション業界のリーディングカンパニーとして、中

古車取扱業者である会員企業から絶大な支持と信頼をいただいているのは、昭和55年の創業以来、経営理念に

「公正な市場の創造」と「会員との共生」を掲げ、いち早くコンピューターを使った競売システムを導入し、他

社に先駆け、全国主要都市にオークション会場を展開するといった施策を的確かつスピーディーに行った結果

であります。

　また、インターネットや衛星ＴＶシステムを利用し、オークション会場に出向かなくても、ＵＳＳグループ17会

場および業務提携契約を締結しているオークション会場から落札できるシステムを開発したことで、会員企業

の飛躍的な利便性の向上を実現しており、ＵＳＳグループはさらなる利益の成長を実現してまいります。

　

３．中期経営目標による企業価値向上への取組み

　中長期的には、わが国の自動車需要が成熟期を迎える中で、中古自動車流通における社会的インフラの役割を

担いながら、資本市場に公開された株式会社として当社株主の皆様の利益を増大させていくには、さらなる市場

シェアの獲得が重要であると考えております。

　ＵＳＳグループは、オートオークション市場における中期的な市場シェアの目標を40％とし、全国17か所で運

営するオークション会場の利便性向上のために、さらなる設備投資を実施するほか、新規会員の獲得に向けた営

業活動等オートオークション事業へ重点的に経営資源を投入してまいります。また、ＵＳＳグループは、オート

オークション事業を中核として、中古自動車等買取販売事業やリサイクル事業を展開しておりますが、経営方針

である「中古車流通業界をリードする総合企業」となるべく、Ｍ＆Ａを含めてあらゆる成長の機会を迅速に捉

え、成長のスピードを加速してまいります。

　また、資本効率を重視した経営も標榜し、自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）を重要な経営指標として捉え、中期

的に15％を上回ることを目指しております。

　

４．コーポレートガバナンスの強化に向けた取組み

　当社は、経営理念である「公正な市場の創造」と「会員との共生」を具現化することで、ＵＳＳグループ全体

の持続的な企業価値向上を図っていくため、コーポレートガバナンスの強化を経営上の重要課題と位置づけ、経

営の透明性と公正性の向上と迅速な意思決定の追求に努めております。

　当社は、株主の皆様に対する経営陣の責任を一層明確化するため、平成18年６月28日に開催した第26期定時株

主総会において、取締役の任期を２年から１年に短縮するとともに、経営の透明性と公正性を確保するため、社

外取締役４名を選任し、現在に至っております。

　

５．当社株式に関する取組み

　当社は、平成11年９月に名古屋証券取引所第２部に、平成12年12月に東京証券取引所、名古屋証券取引所第１部

に当社株式を上場して以来、株式分割や単元株数の変更等の措置を実施することによって、当社の株主層の拡大

に努めてまいりました。その結果、平成23年９月30日現在、当社の株主数は8,634名となるとともに、その株主構

成につきましても個人株主が大半を占めるに至り、当社株式の流動性は上場当初と比較して大きく向上してお

ります。

　当社といたしましては、今後も、当社株式の流動性の向上を図るとともに、安定的な経営を行い、当社の企業価

値または当社株主の皆様の共同の利益の確保・向上を継続的に図ってまいります。
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Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組み

１．「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の目的

　当社は、平成21年６月24日開催の第29回定時株主総会において、上記Ⅰ記載の基本方針に照らして不適切な者

によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、大規模買付者

に対して事前に当該大規模買付行為に関する必要な情報の提供および考慮・交渉のための期間の確保を求める

ことによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役

会が独立委員会（下記４に定義されます。以下同じとします。）の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛

否の意見または代替案を当社株主の皆様に対して提示すること、あるいは、当社株主の皆様のために大規模買付

者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値、ひいては当社株主の皆様の共同の利益の確保・向上

を目的として、「当社株式大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）

の継続を決定いたしました。

　

２．本プランの内容

(1) 対抗措置発動の対象となる大規模買付行為の定義

　次の①から③のいずれかに該当する行為（ただし、当社取締役会が予め承認をしたものを除きます。）また

はその可能性のある行為（以下「大規模買付行為」と総称します。）がなされ、またはなされようとする場合

に、本プランに基づく対抗措置が発動される場合があります。

①　当社が発行者である株券等（注１）に関する当社の特定の株主の株券等保有割合（注２）が20％以上と

なる当該株券等の買付けその他の取得（注３）

②　当社が発行者である株券等（注４）に関する当社の特定の株主の株券等所有割合（注５）とその特別関

係者（注６）の株券等所有割合との合計が20％以上となる当該株券等の買付けその他の取得（注７）

③　上記①または②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主

（複数である場合を含みます。以下本③において同じとします。）との間で、当該他の株主が当該特定の株

主の共同保有者（注８）に該当するに至るような合意その他の行為、または当該特定の株主と当該他の株

主との間にその一方が他方を実質的に支配し、もしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係

（注９）を樹立する行為（注10）（ただし、当社が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の

株主の株券等保有割合の合計が20％以上となるような場合に限ります。）

（注１）金融商品取引法第27条の23第１項に定義される株券等をいいます。以下別段の定めがない限り同じ

とします。

（注２）金融商品取引法第27条の23第４項に定義される株券等保有割合をいいます。以下同じとしますが、

かかる株券等保有割合の計算上、(ｉ)同法第27条の２第７項に定義される特別関係者、ならびに

(ⅱ)当該特定の株主との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券会

社その他の金融機関ならびに当該特定の株主の公開買付代理人および主幹事証券会社（以下「契

約金融機関等」と総称します。）は、当社の特定の株主の共同保有者とみなします。また、かかる株

券等保有割合の計算上、当社の発行済株式の総数は、当社が公表している直近の情報を参照するこ

とができるものとします。

（注３）売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権を有することおよび金融商品取引法施行令第14条

の６に規定される各取引を行うことを含みます。

（注４）金融商品取引法第27条の２第１項に定義される株券等をいいます。以下本②において同じとしま

す。

（注５）金融商品取引法第27条の２第８項に定義される株券等所有割合をいいます。以下同じとします。な

お、かかる株券等所有割合の計算上、当社の総議決権の数は、当社が公表している直近の情報を参照

することができるものとします。

（注６）金融商品取引法第27条の２第７項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第１号に掲げ

る者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項

で定める者を除きます。なお、(ⅰ)共同保有者および(ⅱ)契約金融機関等は、当該当社の特定の株主

の特別関係者とみなします。以下別段の定めがない限り同じとします。

（注７）買付けその他の有償の譲受けおよび金融商品取引法施行令第６条第２項に規定される有償の譲受

けに類するものを含みます。

（注８）金融商品取引法第27条の23第５項に定義される共同保有者をいいます。以下同じとします。
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（注９）「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し、もしくはそれらの者

が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関

係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブや貸株等を通じ

た当社株券等に関する実質的な利害関係等の形成や、当該特定の株主および当該他の株主が当社に

対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎に行うものとします。

（注10）上記③所定の行為がなされたか否かの判定は、当社取締役会が独立委員会の勧告に従って行うもの

とします。なお、当社取締役会は、当該③の要件に該当するか否かの判定に必要と判断される範囲に

おいて、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあります。

（注11）なお、会社法、金融商品取引法その他の法律およびそれらに関する規則、政令、内閣府令および省令

等（以下「法令等」と総称します。）に改正（法令等の名称の変更や法令等を実質的に継承する新

しい法令等の制定を含みます。）があり、これらが施行された場合には、本プランにおいて引用する

法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後のこれらの法令等の各条項

を実質的に継承する法令等の各条項に、それぞれ読み替えられるものとします。

　

(2) 買付説明書の提出

　大規模買付者には、大規模買付行為の開始または実行に先立ち、別途当社の定める書式により、法令等および

本プランに定める手続を遵守することを当社取締役会に対して誓約する旨が記載され、大規模買付者代表者

による署名または記名押印のなされた書面および当該署名または記名押印を行った代表者の資格証明書（以

下「買付説明書」と総称します。）を当社代表取締役社長宛に提出していただきます。当社取締役会は、かか

る買付説明書を受領した場合、直ちにこれを独立委員会に提出いたします。

　買付説明書には、法令等および本プランに定める手続を遵守する旨の誓約のほか、大規模買付者の氏名また

は名称、住所または本店・事務所等の所在地、設立準拠法、代表者の氏名、日本国内における連絡先、大規模買

付者が現に保有する当社の株券等の数、買付説明書提出前60日間における大規模買付者の当社の株券等の取

引状況および企図する大規模買付行為の概要等も明示していただきます。なお、買付説明書における使用言語

は日本語に限ります。

　当社は、大規模買付者から買付説明書が提出された場合、当社取締役会または独立委員会が適切と認める事

項について、適用ある法令等および金融商品取引所規則に従って、当社株主の皆様に対して適時適切に開示い

たします。

　

(3) 大規模買付者に対する情報提供要求

　大規模買付者には、当社取締役会に対して、次の①から⑫までに掲げる情報（以下「大規模買付情報」と総

称します。）を、当社取締役会が買付説明書を受領した日から10営業日以内（初日は算入されないものとしま

す。）に（ただし、⑫については、当社取締役会が都度定める合理的な期間内に）提供していただきます。当社

取締役会は、大規模買付情報を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に対して提供いたします。

　なお、当社取締役会または独立委員会が、大規模買付者から当初提供を受けた情報だけでは、当該大規模買付

行為に応じるべきか否かを当社株主の皆様が適切に判断することや、当社取締役会および独立委員会が当該

大規模買付行為に対する賛否の意見を形成して（以下「意見形成」といいます。）、または代替案を立案して

（以下「代替案立案」といいます。）当社株主の皆様に対して適切に提示することが困難であると判断した

場合は、合理的な期間の提出期限（当社取締役会が買付説明書を受領した日から60日以内（初日は算入され

ないものとします。）の一定の日とします。）を定めたうえで、当該定められた具体的期間および合理的な期

間を必要とする理由を当社株主の皆様に対して開示することにより、当社株主の皆様による適切な判断なら

びに当社取締役会および独立委員会による意見形成および代替案立案のために必要な追加情報の提供を随時

大規模買付者に対して要求することができるものとします。ただし、この場合、当社取締役会は、当該意見に従

うことにより取締役の善管注意義務に違反するおそれがあると合理的に判断される等の事情があると認める

場合を除き、原則として、独立委員会の意見に従うものとします。

　また、当社取締役会または独立委員会が大規模買付情報の提供が完了したと判断した場合には、当社は、その

旨を適用ある法令等および金融商品取引所規則に従って、当社株主の皆様に対して、適時適切に開示いたしま

す。さらに、当社は、当社取締役会の決定に従い、大規模買付情報の受領後、大規模買付情報のうち当該大規模

買付行為に応じるべきか否かを当社株主の皆様が適切に判断するために必要と認められる情報を、適用ある

法令等および金融商品取引所規則に従って、当社株主の皆様に対して原則として適時適切に開示いたします。

ただし、当社取締役会は、かかる判断および決定に当たって、当該意見に従うことにより取締役の善管注意義

務に違反するおそれがあると合理的に判断される等の事情があると認める場合を除き、原則として、独立委員

会の意見に従うものとします。
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　なお、本プランに基づく大規模買付情報の提供その他当社への通知、連絡における使用言語は日本語に限り

ます。

①　大規模買付者およびそのグループ（主要な株主または出資者および重要な子会社・関連会社を含み、大規

模買付者がファンドまたはその出資に係る事業体である場合は主要な組合員、出資者（直接であるか間接

であるかを問いません。）その他の構成員ならびに業務執行組合員および投資に関する助言を継続的に

行っている者を含みます。以下同じとします。）の概要（具体的名称、資本構成、出資割合、財務内容、過去10

年以内における法令違反行為の有無（およびそれが存する場合にはその概要）、ならびに役員の氏名およ

び略歴、過去における法令違反行為の有無（およびそれが存する場合にはその概要）等を含みます。）

②　大規模買付行為の目的・方法および内容（大規模買付行為の対価の種類および価額、大規模買付行為の時

期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為および関連する取引の実現可

能性、大規模買付行為完了後に当社株券等が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨およびその理由

を含みます。なお、大規模買付行為の方法の適法性については資格を有する弁護士による意見書を併せて提

出していただきます。）

③　大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡（当社に対して重要提案行為等（金融商品取

引法第27条の26第１項に定義される重要提案行為等をいいます。）を行うことに関する意思連絡を含みま

す。以下同じとします。）の有無および意思連絡が存する場合にはその具体的な態様および内容

④　大規模買付行為に係る買付け等の対価の算定根拠およびその算定経緯（算定の前提となる事実や仮定、算

定方法、算定機関に関する情報、算定に用いた数値情報ならびに大規模買付行為に係る一連の取引により生

じることが予想されるシナジーないしディスシナジーの額およびその算定根拠を含みます。）

⑤　大規模買付行為に係る買付け等の資金の裏付け（当該資金の提供者（実質的提供者（直接であるか間接

であるかを問いません。）を含みます。）の具体的名称、調達方法、資金提供が実行されるための条件および

資金提供後の担保ないし誓約事項の有無および内容ならびに関連する具体的取引の内容を含みます。）

⑥　大規模買付行為の完了後に意図するＵＳＳグループの経営方針、事業計画、財務計画、資金計画、投資計画、

資本政策および配当政策等（大規模買付行為完了後における当社事業または資産の売却、担保提供その他

の処分に関する計画を含みます。）その他大規模買付行為完了後におけるＵＳＳグループの顧客、取引先、

役員、従業員、事業所等が所在する地方公共団体その他の当社に係る利害関係者の処遇方針

⑦　大規模買付者が濫用的買収者（下記(5)に定義されます。以下同じとします。）に該当しないことを誓約す

る旨の書面

⑧　大規模買付行為に関し適用される可能性のある国内外の法令等に基づく規制事項、国内外の政府または第

三者から取得すべき独占禁止法その他の法令等に基づく承認または許認可等の取得の蓋然性（なお、これ

らの事項につきましては、資格を有する弁護士による意見書を併せて提出していただきます。）

⑨　大規模買付行為完了後におけるＵＳＳグループの経営に際して必要な国内外の許認可維持の可能性およ

び国内外の各種法令等の規制遵守の可能性

⑩　大規模買付者およびそのグループの内部統制システムの具体的内容および当該システムの実効性の有無

ないし状況

⑪　反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無（直接的であるか間接的であるかを問いません。）お

よびこれらに対する対処方針

⑫　その他当社取締役または独立委員会が合理的に必要と判断し、不備のない適正な買付説明書を当社取締役

会が受領した日から原則として10営業日以内（初日は算入されないものとします。）に書面により大規模

買付者に対して要求した情報

　

(4) 買付説明書の提出または大規模買付情報の提供がなされないまま大規模買付行為が開始もしくは実行され

た場合の手続

　大規模買付者が当社代表取締役社長宛に買付説明書を提出せず、または大規模買付者が当社取締役会に対す

る大規模買付情報の提供を完了させることなく、大規模買付行為が開始もしくは実行された場合、独立委員会

は、当社の企業価値または当社株主の皆様の共同の利益の確保・向上のために対抗措置（下記(12)の内容に

よります。以下同じとします。）を発動させないことが必要であることが明白なことその他の特段の事情があ

る場合を除き、原則として、当社取締役会に対して、かかる大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告し

ます。
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(5) 独立委員会による濫用的買収者該当性の検討

　大規模買付者が本プランに定める手続を遵守した場合、独立委員会は、原則として、当社取締役会に対して、

大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告いたします。

　もっとも、本プランに定める手続が遵守されている場合であっても、独立委員会は、当該大規模買付者が濫用

的買収者（次の①から⑨までのいずれかの場合に該当することが疑われるに足りる相当な事情があると認め

られる者を総称していいます。以下同じとします。）に該当するか否かを検討いたします。

①　真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、株価をつり上げて高値で株式を会社関係者に引き取

らせる目的で当社株券等の買収を行っている場合（いわゆるグリーンメイラー）、ないし当社株券等の取

得目的が、主として短期の利鞘の獲得にある場合

②　当社の会社経営への参加の目的が、主として、当社の会社経営を一時的に支配して、当社の事業経営上必要

な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該大規模買付者またはそのグループ会社

等に移譲させることにある場合

③　当社の会社経営を支配した後に、当社の資産を当該大規模買付者またはそのグループ会社等の債務の担保

や弁済原資として不当に流用する予定で、当社株券等の取得を行っている場合

④　当社の会社経営への参加の目的が、主として、当社の会社経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係

していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさ

せるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高値売り抜けをする点にある場合

（注12）

⑤　大規模買付者の提案する当社株券等の取得条件（買付対価の種類、価額およびその算定根拠、内容、時期、

方法、違法性の有無、実現可能性等を含みますがこれらに限りません。）が、当社の企業価値または当社株主

の皆様の共同の利益に照らして不十分または不適切なものであると客観的かつ合理的な根拠をもって判断

される場合

⑥　大規模買付者の提案する買収の方法が、二段階買付け（第一段階の買付けで当社株券等の全てを買付けら

れない場合の、二段階目の買付けの条件を不利に設定し、明確にせず、または上場廃止等による将来の当社

株券等の流通性に関する懸念を惹起せしめるような形で当社株券等の買付けを行い、当社株主の皆様に対

して買付けに応じることを事実上強要するもの）等に代表される当社株主の皆様の判断の機会または自由

を制約する構造上強圧的な方法による買収である場合

⑦　大規模買付者による支配権取得により、当社株主の皆様はもとより、企業価値の源泉である顧客、従業員そ

の他の利害関係者との関係が破壊または毀損され、その結果として当社の企業価値が著しく毀損すること

が予想されたり、当社の企業価値の維持および向上を著しく妨げるおそれがあると合理的な根拠をもって

判断される場合、または大規模買付者が支配権を獲得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業

価値との比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値と比べ、明らかに劣

後すると判断される場合

⑧　大規模買付者の経営陣または主要株主もしくは出資者に反社会的勢力またはテロ組織と関係を有する者

が含まれている場合等、大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると合理的

な根拠をもって判断される場合

⑨　その他①から⑧に準ずる場合で、当社の企業価値または当社株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと判

断される場合

（注12）例えば、会社の資産を買付者の債務の担保とすることや、会社の遊休資産を処分し、その処分利益を

もって高配当をさせることを大規模買付者が意図している場合であっても、かかる大規模買付者の

意図がこれらに形式的に該当することや、株主以外のステークホルダーの利益に悪影響を与えるこ

とのみを理由として、濫用的買収者に該当すると判断しないものといたします。

　

(6) 濫用的買収者であると判定された場合の手続

　独立委員会は、大規模買付者が濫用的買収者に該当すると認めた場合で、かつ、かかる大規模買付行為に対す

る対抗措置の発動が相当であると判断する場合には、当社取締役会に対して、取締役会評価期間（下記キに定

義されます。以下同じとします。）の開始または終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、かかる大規模買

付行為に対する対抗措置の発動を勧告します。

　なお、かかる勧告に関する開示手続やその後の再勧告に関する手続は下記(9)ア①に準じるものとします。
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(7) 取締役会評価期間の設定等

　取締役会は、大規模買付者が開示した大規模買付行為の内容に応じた下記①または②の期間（いずれも大規

模買付情報の提供が完了したと当社取締役会または独立委員会が判断した旨を当社が開示した日から起算さ

れ、初日は算入されないものとします。）を、当社取締役会による評価、検討、意見形成、代替案立案および大規

模買付者との交渉等のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。大規模買付

行為は、本プランに別段の記載なき限り、取締役会評価期間の経過後にのみ開始または実行されるべきものと

します。なお、かかる取締役会評価期間は、当社の事業内容の評価、検討の困難さや、意見形成、代替案立案等の

難易度等を勘案して設定されたものです。

①　対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等の買付けが行われる場合：最長60

日間

②　①を除く大規模買付行為が行われる場合：最長90日間

　当社取締役会は、取締役会評価期間内において、大規模買付者から提供された大規模買付情報に基づき、当社

の企業価値および当社株主の皆様の共同の利益の確保ないし向上の観点から企図されている大規模買付行為

に関して評価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者との交渉等を行うものとします。当社取締役会

が評価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者との交渉等を行うに当たっては、原則として当社取締

役会から独立した第三者的立場にある外部専門家（フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等）

の助言を得るものとします。

　なお、独立委員会が取締役会評価期間内に下記(9)記載の勧告を行うに至らないこと等の理由により、当社取

締役会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動または不発動の決議に至らないことにつきやむを得ない事情

がある場合、当社取締役会または独立委員会は、必要な範囲内で取締役会評価期間を最大30日間（初日は算入

されないものとします。）延長することができるものとします。当社取締役または独立委員会が取締役会評価

期間を延長した場合、当社は、当該決議された具体的期間およびその具体的期間が必要とされる理由を適用あ

る法令等および金融商品取引所規則に従って、当社株主の皆様に対して適時適切に開示いたします。

　

(8) 取締役会評価期間中に大規模買付行為が開始された場合の手続

　独立委員会は、大規模買付者が取締役会評価期間中に大規模買付行為を開始したと認めた場合、当社の企業

価値または当社株主の皆様の共同の利益の確保・向上のために対抗措置を発動させないことが必要であるこ

とが明白なことその他の特段の事情がある場合を除き、原則として、当社取締役会に対して、対抗措置の発動

を勧告します。

　

(9) 独立委員会の勧告手続

　ア　独立委員会の勧告

　独立委員会は、取締役会評価期間内に、次の①から③までに定めるところに従い、当社取締役会に対して大

規模買付行為に関する勧告を行うものとします。

　

①　独立委員会による対抗措置発動の勧告

　　本プランに別途定める場合のほか、大規模買付者が本プランに定める手続につきその重要な点において違

反した場合で、当社取締役会がその是正を書面により当該大規模買付者に対して要求した後10営業日以内

（初日は算入されないものとします。）に当該違反が是正されず、かつ、かかる大規模買付行為に対する対

抗措置の発動が相当であると判断する場合には、独立委員会は、当社の企業価値または当社株主の皆様の共

同の利益の確保・向上のために対抗措置を発動させないことが必要であることが明白なことその他の特段

の事情がある場合を除き、原則として、当社取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の発動を

勧告します（なお、独立委員会は、必要と認める場合には、対抗措置の内容を特定し、対抗措置の発動に一定

の条件等を付すことができるものとします。）。

　　かかる勧告がなされた場合、当社は、独立委員会の意見およびその意見の理由その他当社取締役会が適切と

認める事項について、適用ある法令等および金融商品取引所規則に従って当社株主の皆様に対して適時適

切に開示いたします。また、必要に応じて、勧告に至った独立委員会の議事の要旨について、当社株主の皆様

に対して適時適切に開示いたします。
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　なお、独立委員会は、当社取締役会に対して対抗措置の発動を勧告した後であっても、大規模買付行為が撤

回された場合その他当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じた場合、対抗措置の発動の中

止その他の再勧告を当社取締役会に対して行うことができるものとします。かかる再勧告が行われた場合

も、当社は、かかる独立委員会の再勧告およびその再勧告の理由その他当社取締役会が適切と認める事項に

ついて、適用ある法令等および金融商品取引所規則に従って、当社株主の皆様に対して適時適切に開示いた

します。また、必要に応じて、再勧告に至った独立委員会の議事の要旨について、当社株主の皆様に対して適

時適切に開示いたします。

　

②　独立委員会による株主の意思確認の勧告

　独立委員会における評価等の結果、大規模買付者等から提示されたＵＳＳグループの事業計画を含む買収

提案等や、当社取締役会から提示されたＵＳＳグループの事業計画等との間に明らかな相違があるとまで

は認められない場合等にあっては、対抗措置を発動させることが当社の企業価値または当社株主の皆様の

共同の利益の確保・向上のために望ましいか否かの判断が困難であることが通常であると考えられます。

従いまして、この場合には、独立委員会は、当社取締役会に対して、株主総会において大規模買付行為に対す

る対抗措置の発動の要否や内容等について当社株主の皆様の意思を確認することを勧告します。かかる勧

告が行われた場合、当社は、当社取締役会が適切と認める事項について、適用ある法令等および金融商品取

引所規則に従って当社株主の皆様に対して適時適切に開示いたします。また、必要に応じて、勧告に至った

独立委員会の議事の要旨について、当社株主の皆様に対して適時適切に開示いたします。

　なお、独立委員会は、当社取締役会に対して株主総会における当社株主の皆様の意思を確認すべきことを

勧告した後であっても、大規模買付行為が撤回された場合その他当該勧告の判断の前提となった事実関係

等に変動が生じた場合、これと異なる内容の再勧告を当社取締役会に対して行うことができるものとしま

す。

　かかる再勧告が行われた場合も、当社は、かかる独立委員会の再勧告およびその再勧告の理由その他当社

取締役会が適切と認める事項について、適用ある法令等および金融商品取引所規則に従って、当社株主の皆

様に対して適時適切に開示いたします。また、必要に応じて、再勧告に至った独立委員会の議事の要旨につ

いて、当社株主の皆様に対して適時適切に開示いたします。

　

③　独立委員会によるその他の勧告等

　独立委員会は、当社取締役会に対して、上記のほか、適宜、当社企業価値および当社株主の皆様共同の利益

の最大化の観点から適切と思われる内容の勧告や一定の法令等で許容されている場合における対抗措置の

中止または発動の停止の勧告を行うことができるものとします。

　なお、かかる勧告に関する開示手続やその後の再勧告に関する手続は、上記①に準じるものとします。

　

イ　当社取締役会による独立委員会の勧告の尊重

　当社取締役会は、大規模買付者から提供された大規模買付情報その他の信頼できる客観的な資料や情報に

基づき、当社の企業価値および当社株主の皆様の共同の利益の確保ないし向上の観点から、企画されている

大規模買付行為に関して評価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者との交渉を行うものとし、当

該評価および検討の結果、独立委員会の勧告（再勧告を含みます。以下本イにおいて同じとします。）の前

提となった事実の認識に重要かつ不注意な誤りがあると認められる場合や、その勧告の判断過程に明らか

に不合理な点があると認められる場合等の特段の事情がある場合等、当該勧告に従うことにより取締役の

善管注意義務に違反するおそれがあると合理的に判断される等の事情があると認める場合を除き、原則と

して、独立委員会の勧告に従うものとし、対抗措置の発動・不発動、対抗措置の発動の停止、発動した対抗措

置の中止、または株主総会の招集等に関する必要な取締役会決議を行うものといたします。

　かかる決議を行った場合、当社は、当社取締役会が適切と認める事項について、適用ある法令等および金融

商品取引所規則に従って、当社株主の皆様に対して、適時適切に開示いたします。

　なお、独立委員会の再勧告により、当社取締役会が対抗措置を発動する場合、または新株予約権の無償割当

ての中止や新株予約権の取得を行う場合等においては、当社株式に係る株価について変動リスクが生じる

場合があり得ます。
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(10)　株主の意思確認手続

　　独立委員会から上記(9)ア②に定める株主総会における当社株主の皆様の意思を確認すべき旨の勧告がな

された場合には、当社取締役会は、法令等および当社定款に従い、臨時株主総会の招集手続を遅滞なく履践

するものといたします。

　　大規模買付行為に対する対抗措置の発動の要否や内容等についての当社株主の皆様の意思確認のための決

議は、株主総会において、議決権を行使することができる当社株主の議決権の過半数を有する当社株主が出

席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行われるものとします。

　　大規模買付行為に対する対抗措置の発動およびその内容について当該株主総会において賛同する旨の決議

が得られた場合、当社取締役会は、当該株主総会決議に従い、大規模買付行為に対する対抗措置を発動いた

します。かかる対抗措置の発動に関する決議が当社取締役会において行われた場合、当社は、当社取締役会

が適切と認める事項について、適用ある法令等および金融商品取引所規則に従って、当社株主の皆様に対し

て、適時適切に開示いたします。

　　なお、独立委員会から上記(9)ア②に定める株主総会における当社株主の皆様の意思を確認すべき旨の勧告

がなされた場合、大規模買付行為は、当該意思確認の手続が完了するまでの間実行されてはならないものと

します。

　

(11)　大規模買付情報の変更

　　当社が大規模買付情報の提供が完了したと判断した旨開示をした後、当社取締役会が大規模買付者によっ

て当該大規模買付情報につき重要な変更がなされたと判断した場合には、その旨およびその理由その他適

切と認められる情報を、適用ある法令等および金融商品取引所規則に従って適時適切に開示することによ

り、従前の大規模買付情報を前提とする大規模買付行為（以下「変更前大規模買付行為」といいます。）に

ついて進めてきた本プランに基づく手続は中止され、変更後の大規模買付情報を前提とする大規模買付行

為を変更前大規模買付行為とは別個の大規模買付行為として取り扱い、本プランに基づく手続が改めて適

用されるものとします。ただし、当社取締役会は、かかる判断に当たっては、当該意見に従うことにより取締

役の善管注意義務に違反するおそれがあると合理的に判断される等の事情があると認める場合を除き、原

則として、独立委員会の意見に従うものとします。

　

(12)　対抗措置の具体的内容

　　当社が本プランに基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置の一つとして、原則として、会社法第

277条以下に規定される新株予約権の無償割当てによるものを想定しています（以下割当てられる新株予

約権を「本新株予約権」といいます。）。ただし、会社法その他の法令等および当社の定款上認められるそ

の他の対抗措置を発動することが相当と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いられることがあ

り得るものとします。

　　大規模買付行為に対する対抗措置として本新株予約権の無償割当てをする場合の概要は、(資料)記載のと

おりですが、実際に本新株予約権の無償割当てをする場合には、(ⅰ)本プランに違反をした大規模買付者お

よびこの者と一定の関係にある者（以下本(12)において「例外事由該当者」といいます。）による権利行

使は認められないとの行使条件または(ⅱ)当社が本新株予約権の一部を取得することとするときに、例外

事由該当者以外の新株予約権者が所有する本新株予約権のみを取得することができる旨の条項等、大規模

買付行為に対する対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件、取得条項等を設けることがありま

す。

　

３．本プランの有効期間ならびに継続、廃止および変更について

　本プランの有効期間は、平成24年６月30日までとします。ただし、平成24年６月30日において、現に大規模買付

行為を行っている者または当該行為を企図する者であって独立委員会において定める者が存在する場合には、

当該行われているまたは企図されている行為への対応のために必要な限度で、かかる有効期間は延長されるも

のとします。なお、かかる有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本プランを廃止する旨の議

案が承認された場合、または②当社の取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、本プラン

はその時点で廃止されるものとします。したがって、本プランは、当社株主の皆様のご意向に従って随時これを

廃止させることが可能です。

　なお、当社は、当社定款第20条第１項において取締役の任期を、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めており、毎年の株主総会における取締役選任に関する議案

には、各取締役候補者の本プランに対する賛否を記載する予定ですので、毎年の定時株主総会における取締役選

任議案等を通じて、本プランの継続、廃止、または変更について、当社株主の皆様のご意向を随時反映させること

が可能です。
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　本プランについては、当社定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会において、その継続、廃止または変

更の是非につき検討・決議を行います。

　また、当社取締役会は、当社の企業価値または当社株主の皆様の共同の利益の確保・向上の観点から、本プラン

の実質的趣旨を損なわない範囲で、かつ、法令等もしくは金融商品取引所規則の改正もしくはこれらの解釈・運

用の変更、または税制や裁判例等の変更により合理的に必要と認められる限度で、独立委員会の承認を得たうえ

で、必要に応じて本プランを見直し、または変更する場合があります。

　本プランの廃止、変更等が、当社取締役会において決議された場合には、当社は、当社取締役会または独立委員

会が適切と認める事項について、適用ある法令等および金融商品取引所規則に従って、当社株主の皆様に対し

て、適時適切に開示いたします。

　

４．独立委員会について

　当社は、本プランによる買収防衛策について、その発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排するため、当

社の社外取締役の中の３名以上から構成される独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）を設置してい

ます。

　当社は、本プランの導入当初における独立委員会の委員として、当社社外取締役である岡田英雄氏、林　勇氏、真

殿　達氏および佐藤浩史氏の４名を選任しております。

　独立委員会の決議は、原則として委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行います。ただし、委員に事故

あるとき、その他やむを得ない事情があるときは、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行います。

また、必要に応じて、勧告等に至った独立委員会の議事の要旨については、当社株主の皆様に対して適時適切に

開示いたします。

　

５．株主および投資家の皆様への影響

(1) 本プランの効力発生時に株主および投資家の皆様へ与える影響

　本プランの効力発生時には、本新株予約権の発行自体は行われません。したがって、当社株主の皆様および投

資家の皆様の権利および経済的利益に直接具体的な影響を与えることはありません。

　

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主および投資家の皆様に与える影響

　当社取締役会は、本プランに基づき、当社の企業価値または当社株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目

的として大規模買付行為に対する対抗措置をとることがありますが、現在想定されている対抗措置の仕組み

上、当社株主および投資家の皆様（本プランに違反した大規模買付者およびこの者と一定の関係にある者は

除きます。）の権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。ただ

し、上記２(12)の規定に従い会社法その他の法令等および当社の定款上認められる他の対抗措置を発動する

ことが相当と判断された場合には、当該対抗措置の内容次第では、当該対抗措置の発動の結果、当社株主の皆

様または投資家の皆様の権利または経済的利益に何らかの影響が生じる可能性もないわけではありません。

また、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記２(9)に記載の手続等に

従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止または発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に相応

の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後におい

て、当社が対抗措置の発動を停止し、本新株予約権を全て無償取得して新株を交付しない場合には、株主およ

び投資家の皆様が保有する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式

１株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動によ

り損害を被る可能性があり得ますので、この点を予めご承知おきください。

　また、無償割当てがなされた本新株予約権の行使および取得の手続について当社株主の皆様に関わる手続

は、次のとおりです。

　

①　本新株予約権を行使する場合

　当社株主の皆様が本新株予約権を行使することとなる場合、新株を取得するために所定の期間内に一定の

金額の払込みをしていただく必要があります。かかる手続の詳細につきましては、実際に本新株予約権の無

償割当てをすることになった際に、適用ある法令等に基づき別途お知らせいたします。

　

②　本新株予約権を取得する場合

　当社が本新株予約権を取得する場合、当該取得の対象となる本新株予約権を保有する当社株主の皆様は上

記①の本新株予約権の行使に係る何らかの手続を執ることなく、当社が本新株予約権を取得し、当社株主の

皆様は、例外事由該当者に該当する場合を除き、これと引換えに当社株式の交付を受けることになります。
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Ⅳ　本プランの合理性について

　本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保または

向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②

事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則）を以下のとおり充足しており、また、経済産業省に設

置された企業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」

その他の買収防衛策に関する実務・議論を踏まえた内容となっており、高度な合理性を有するものです。

(1) 企業価値ないし株主の皆様の共同の利益の確保・向上

　本プランによる買収防衛策は、上記Ⅲ１記載のとおり、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する

必要な情報の提供および考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じる

べきか否かを当社株主の皆様が適切に判断されること、大規模買付行為に応じるべきか否か当社取締役会が独

立委員会の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の意見または代替案を、当社株主の皆様に対して提

示すること、あるいは、当社株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企

業価値ないし当社株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目的としているものです。

　

(2) 事前の開示

　当社は、当社株主および投資家の皆様ならびに大規模買付者の予見可能性を高め、適正な選択の機会を確保す

るために、本プランを予め開示しております。

　また、当社は今後も、適用ある法令等および金融商品取引所規則に従って、必要に応じて適時適切な開示を行い

ます。

　

(3) 株主意思の重視

　当社は、平成21年６月24日に開催した第29期定時株主総会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対

応策（買収防衛策）の一部変更および継続の件」を付議し、本プランについての当社株主の皆様の承認を受け

ております。

　

(4) 独立委員会の設置

　当社取締役会は、上記Ⅲ４記載のとおり、当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の公正を担保

し、かつ、本プランに基づく対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排するために独立委員会を

設置し、当社取締役会が対抗措置の発動等に関する取締役会決議をする場合には、当該勧告に従うことにより取

締役の善管注意義務に違反するおそれがあると合理的に判断される等の事情があると認める場合を除き、原則

として、独立委員会の勧告に従うものとしています。

　

(5) 外部専門家の意見の取得

　上記Ⅲ２(7)記載のとおり、当社取締役会は、対抗措置の発動に際しては、必要に応じて当社取締役会から独立

した第三者的立場にある専門家（フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等）の助言を得るものと

されています。これにより、当社取締役会の判断の客観性および合理性が担保されることになります。

　

(6) 取締役の選任を通じた当社株主の皆様の意思確認

　上記Ⅲ３記載のとおり、当社定款第20条第１項において、当社の取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと規定されているため、毎年の定時株主総会に

おける取締役選任を通じて、本プランを廃止するか否かについての当社株主の皆様のご意思が確認されること

になります。

　

(7) デッドハンド型買収防衛策またはスローハンド型買収防衛策ではないこと

　本プランは、上記Ⅲ３記載のとおり、当社の株主総会または株主総会において選任された取締役により構成さ

れる取締役会によって、いつでも廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型買収防衛策（取締役会の

構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）またはスローハンド型買収防衛策（取

締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）では

ありません。
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　(資料)

　

新株予約権の無償割当てをする場合の概要

　

１．割当対象株主

　取締役会で別途定める基準日における株主名簿に記載または記録された株主に対し、その所有株式（ただし、

当社の有する当社普通株式を除く。）１株につき１個の割合で新株予約権の無償割当てをする。

　

２．新株予約権の目的である株式の種類および数

　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の行使により交付される当社普通株式は

１株とする。

　

３．新株予約権の無償割当ての効力発生日

　取締役会において別途定める。

　

４．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される財産の当社普

通株式１株当たりの価額は金１円以上とする。

　

５．新株予約権の譲渡制限

　新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要するものとする。

　

６．新株予約権の行使条件

　新株予約権の行使条件は取締役会において別途定めるものとする（なお、取締役会が所定の手続に従って定め

る一定の大規模買付者、その共同保有者および特別関係者ならびにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と

共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が認めた者等（以下「例外事由該当者」という。）による

権利行使は認められないとの行使条件を付すこともあり得る。）。

　

７．当社による新株予約権の取得

　当社は、大規模買付者が本プランに定める手続に違反をした日その他の一定の事由が生じることまたは取締役

会が別に定める日が到来することのいずれかを条件として、取締役会の決議に従い、例外事由該当者以外の新株

予約権者が所有する新株予約権についてのみを取得することができる旨の取得条項を取締役会において付すこ

とがあり得る。

　

８．新株予約権の無償取得事由（対抗措置の廃止事由）

　以下の事由のいずれかが生じたときは、当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとす

る。

(a) 当社の株主総会において大規模買付者の買収提案について普通決議による賛同が得られた場合

(b) 当社独立委員会の全員一致による決定があった場合

(c) その他取締役会が別途定める場合

　

９．新株予約権の行使期間等

　新株予約権の行使期間その他必要な事項については、取締役会において別途定めるものとする。
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４．研究開発活動

 該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 120,000,000

計 120,000,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現在発行数

（株）
（平成23年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年11月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 31,325,000 31,325,000

東京証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第一部

単元株式数

10株

計 31,325,000 31,325,000 － －

　（注）　「提出日現在発行数」欄には、平成23年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

　

（２）【新株予約権等の状況】

　当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。　

　決議年月日 　平成23年６月28日

　新株予約権の数（個） 　1,210個

　新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 　―

　新株予約権の目的となる株式の種類 　普通株式

　新株予約権の目的となる株式の数（株） 12,100株　

　新株予約権の行使時の払込金額（円） 1　

　新株予約権の行使期間
自　平成23年７月15日

至　平成48年６月30日

　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

　発行価格及び資本組入額（円）　

発行価格　　　4,361　

資本組入額　　2,181　

　新株予約権の行使の条件 　（注）１

　新株予約権の譲渡に関する事項 　当社取締役会の承認を要する。

　代用払込みに関する事項 　―

　組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　（注）２

　（注）１．新株予約権の行使の条件は次のとおりです。

 (1)新株予約権者は、当社の取締役（委員会設置会社における執行役を含む。）、監査役および執行役員のいず

れの地位をも喪失した場合に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者

は、上記のいずれの地位をも喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から５年を経過する

日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができる。

 (2)上記(1)に拘らず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合（ただし、②については、組織再編にお

ける募集新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針に従って新株予

約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。）には、それぞれに定める期間内に限り募集

新株予約権を行使できるものとする。

 ①新株予約権者が行使期間満了日の属する年の前年の６月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ

た場合には、その翌日以降、新株予約権行使期間の満了日まで新株予約権を行使できるものとする。

 ②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式

移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締

役会決議または代表執行役の決定がなされた場合）

当該承認日の翌日から15日間

 (3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも

のとする。

　　　２．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりです。

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）
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（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収

合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につ

き吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式

交換がその効力を生じる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前に

おいて残存する募集新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を有する新株予約権者に対し、それぞ

れの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って

再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式

交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

　 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増減
額（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成23年７月１日～

平成23年９月30日　
― 31,325,000 ― 18,881 ― 4,583
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（６）【大株主の状況】

 （平成23年９月30日現在）

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

服部　太 名古屋市中村区 2,631 8.39

ビービーエイチ　フォー　フィデ
リティー　ロープライス　ストッ
ク　ファンド
（常任代理人　株式会社三菱東京
ＵＦＪ銀行）

40 WATER STREET, BOSTON MA 02109 U.S.A.

（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号）
2,000 6.38

ステート ストリート バンク
アンド トラスト カンパニー　
（常任代理人　香港上海銀行）

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U.S.A.
（東京都中央区日本橋３丁目11番1号）

1,807 5.76

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,103 3.52

ザ　チェース　マンハッタン　バ
ンク　エヌエイ　ロンドン　エス
　エル　オムニバス　アカウント
（常任代理人　株式会社みずほ
コーポレート銀行）　

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON

EC2P 2HD,ENGLAND

（東京都中央区月島４丁目16番13号）　

937 2.99

安藤　之弘 名古屋市瑞穂区 909 2.90

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 875 2.79

野村信託銀行株式会社（退職給
付信託三菱東京ＵＦＪ銀行口）

東京都千代田区大手町２丁目２番２号 840 2.68

株式会社服部モータース 愛知県東海市名和町一枚畑30番地の１ 720 2.29

　財団法人服部国際奨学財団　  愛知県東海市名和町一枚畑30番地の１　 700 2.23

計 ───── 12,523 39.98

　（注）上記のほか、自己株式が3,360千株あります。
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　　　　１．フィデリティ投信株式会社他１社連名により平成23年４月19日付で提出された大量保有報告書において、平成23

年４月12日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として平成23年９月30日時

点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

　フィデリティ投信株式会社
東京都港区虎ノ門４丁目３番１号　城山ト
ラストタワー

127 0.41

エフエムアール エルエルシー
米国 02109 マサチューセッツ州ボストン、
デヴォンシャー・ストリート82

3,157 10.08

合計 ───── 3,285 10.49

　　　　２．テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー他３社連名により平成23年10月５日付で提出さ

れた大量保有報告書において、平成23年９月30日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けておりま

すが、当社として平成23年９月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状

況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
所有株式数

（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

テンプルトン・インベストメント

・カウンセル・エルエルシー

アメリカ合衆国　33301、フロリダ州、フォー
ト・ローダデイル、セカンドストリート、サ
ウスイースト300

803 2.56

　

フランクリン・テンプルトン・イ

ンベストメンツ（アジア）リミ

テッド

香港、セントラル、コノートロード8、ザ　
チャーターハウス　17階

263 0.84

テンプルトン・グローバル・アド

バイザーズ・リミテッド

バハマ連邦、ナッソー、ライフォード・ケイ、
BOX　N-7759

508 1.62

フランクリン・テンプルトン・イ

ンベストメンツ・コープ

カナダ　M2N　OA7、オンタリオ州、トロント、ヤ
ング・ストリート5000

90 0.29

合計　 ─────　 1,665 5.32
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　　　　３．株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行他３社連名により平成23年８月29日付で提出された大量保有報告書において、平成

23年８月22日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として平成23年９月30日

時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
所有株式数

（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 840 2.68

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 587 1.88

三菱ＵＦＪ投信株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 70 0.23

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

証券株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 110 0.35

合計　 ─────　 1,608 5.13
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成23年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式      3,360,770 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 　　27,963,380 2,796,338 －

単元未満株式 普通株式　　　　 　 850 － 一単元(10株)未満の株式

発行済株式総数  31,325,000 － －

総株主の議決権 － 2,796,338 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が60株（議決権の数６個）含まれており

ます。

②【自己株式等】

 平成23年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ユー・エ

ス・エス

愛知県東海市新宝

町507番地の20
3,360,770－ 3,360,770 10.73

計 － 3,360,770－ 3,360,770 10.73

　（注）　自己名義所有株式としては、上記のほか単元未満株式１株を所有しております。

　

２【役員の状況】

　該当事項はありません。　　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

（1）　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内

閣府令第64号）に基づいて作成しております。

（2）　当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しており

ましたが、第１四半期連結会計期間および第１四半期連結累計期間より百万円単位をもって記載することに変

更しました。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成23年７月１日から平成

23年９月30日まで）および第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 30,980 30,951

オークション貸勘定 ※1
 11,151

※1
 9,756

受取手形及び売掛金 2,685 2,228

有価証券 － 101

たな卸資産 ※2
 973

※2
 957

その他 1,360 1,761

貸倒引当金 △76 △76

流動資産合計 47,074 45,681

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 32,002 31,109

土地 59,100 59,076

建設仮勘定 23 18

その他（純額） 3,352 2,847

有形固定資産合計 94,479 93,052

無形固定資産

のれん 108 63

その他 1,005 894

無形固定資産合計 1,114 957

投資その他の資産

投資その他の資産 9,074 9,268

貸倒引当金 △105 △101

投資その他の資産合計 8,969 9,167

固定資産合計 104,562 103,177

資産合計 151,636 148,858

負債の部

流動負債

オークション借勘定 ※1
 11,502

※1
 11,176

支払手形及び買掛金 649 482

短期借入金 188 118

未払法人税等 4,932 4,677

引当金 493 555

その他 5,227 4,404

流動負債合計 22,994 21,415

固定負債

長期借入金 167 137

引当金 133 171

資産除去債務 705 709

その他 5,689 5,611

固定負債合計 6,695 6,630

負債合計 29,689 28,045
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 18,881 18,881

資本剰余金 18,972 18,972

利益剰余金 104,012 109,020

自己株式 △15,310 △21,638

株主資本合計 126,556 125,235

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 43 31

土地再評価差額金 △4,961 △4,961

その他の包括利益累計額合計 △4,918 △4,929

新株予約権 31 230

少数株主持分 278 276

純資産合計 121,947 120,812

負債純資産合計 151,636 148,858
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

売上高 30,423 31,438

売上原価 13,283 13,084

売上総利益 17,139 18,353

販売費及び一般管理費 ※
 5,089

※
 5,039

営業利益 12,050 13,314

営業外収益

受取利息 21 23

不動産賃貸料 77 85

雑収入 85 85

営業外収益合計 183 195

営業外費用

支払利息 4 2

不動産賃貸原価 7 8

複合金融商品評価損 100 72

雑損失 5 8

営業外費用合計 117 92

経常利益 12,117 13,416

特別利益

固定資産売却益 9 29

貸倒引当金戻入額 22 －

その他 4 －

特別利益合計 37 29

特別損失

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 17 7

投資有価証券評価損 56 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 516 －

その他 0 1

特別損失合計 591 8

税金等調整前四半期純利益 11,563 13,436

法人税等 4,742 5,506

少数株主損益調整前四半期純利益 6,820 7,930

少数株主利益又は少数株主損失（△） 76 △1

四半期純利益 6,744 7,932
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 6,820 7,930

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △33 △11

その他の包括利益合計 △33 △11

四半期包括利益 6,787 7,919

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 6,710 7,921

少数株主に係る四半期包括利益 76 △1
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 11,563 13,436

減価償却費及びその他の償却費 2,308 2,000

のれん償却額 202 45

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 △4

賞与引当金の増減額（△は減少） 52 61

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13 38

受取利息及び受取配当金 △22 △31

支払利息 4 2

投資有価証券評価損益（△は益） 56 －

複合金融商品評価損益（△は益） 100 72

有形固定資産除売却損益（△は益） △3 △21

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 516 －

オークション勘定の増減額(△は増加) △58 1,068

売上債権の増減額（△は増加） 438 456

仕入債務の増減額（△は減少） △3 △166

預り金の増減額（△は減少） △815 △853

その他 △891 △253

小計 13,450 15,853

利息及び配当金の受取額 20 30

利息の支払額 △4 △2

法人税等の支払額 △4,940 △5,730

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,526 10,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） △600 △3,000

有形固定資産の取得による支出 △1,031 △300

有形固定資産の売却による収入 13 57

無形固定資産の取得による支出 △245 △61

投資有価証券の取得による支出 － △157

長期前払費用の取得による支出 △199 △6

関係会社株式の取得による支出 － △268

その他 △12 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,075 △3,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △150 －

長期借入金の返済による支出 △99 △99

預り保証金の預りによる収入 109 117

預り保証金の返還による支出 △39 △46

自己株式の取得による支出 △2,147 △6,328

配当金の支払額 △2,842 △2,924

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △244 △163

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,413 △9,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,037 △3,029

現金及び現金同等物の期首残高 29,681 29,280

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 30,719

※
 26,251
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【会計方針の変更等】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用）

　第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　平成22年６月30

日）および「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　平成22年６月30

日）を適用しております。

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプ

ションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額の

うち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。

　なお、これによる影響については、「１株当たり情報」に記載しております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
 
 

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日 
 至　平成23年９月30日）

税金費用の計算 　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成23年９月30日）

※１．オークション貸勘定およびオークション借勘定

　オークション貸勘定およびオークション借勘定は、

オークション業務に関連して発生する会員に対する債

権および債務であり、その主なものは、立替および預り

車両代金、未収出品料収入、未収成約料収入および未収

落札料収入等であります。

　なお、オークション貸勘定およびオークション借勘定

残高は、連結会計年度末日とオークション開催日との

関連によって増減いたします。

※１．オークション貸勘定およびオークション借勘定

　オークション貸勘定およびオークション借勘定は、

オークション業務に関連して発生する会員に対する債

権および債務であり、その主なものは、立替および預り

車両代金、未収出品料収入、未収成約料収入および未収

落札料収入等であります。

　なお、オークション貸勘定およびオークション借勘定

残高は、第２四半期連結会計期間末日とオークション

開催日との関連によって増減いたします。

※２．たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

商品及び製品 638百万円

　

仕掛品　 4百万円

　　

原材料及び貯蔵品 329百万円

　　

※２．たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

商品及び製品 545百万円

　

仕掛品 5百万円

　

原材料及び貯蔵品 406百万円

　

　３．保証債務　

　衛星ＴＶ会員（６社）のリース債務６百万円に対し

て保証を行っております。

　３．保証債務

　衛星ＴＶ会員（６社）のリース債務５百万円に対し

て保証を行っております。

　４．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため

取引銀行１行と当座貸越契約および貸出コミットメン

ト契約を締結しております。これら契約に基づく当連

結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

　４．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため

取引銀行１行と当座貸越契約および貸出コミットメン

ト契約を締結しております。これら契約に基づく当第

２四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

当座貸越限度額および

貸出コミットメントの総額
1,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 1,000百万円

当座貸越限度額および

貸出コミットメントの総額
1,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 1,000百万円
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（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は

次のとおりであります。

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は

次のとおりであります。

販売促進費 697百万円

貸倒引当金繰入額 29百万円

従業員給料・賞与 1,434百万円

賞与引当金繰入額 232百万円

販売促進費 636百万円

貸倒引当金繰入額 21百万円

従業員給料・賞与 1,411百万円

賞与引当金繰入額 272百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年９月30日現在）　

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成23年９月30日現在）　

現金及び預金勘定 31,319百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△600百万円

現金及び現金同等物 30,719百万円

　

現金及び預金勘定 30,951百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△4,700百万円

現金及び現金同等物 26,251百万円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

１．配当に関する事項

（1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

 平成22年６月29日

 定時株主総会
普通株式 2,842 95.50 平成22年３月31日 平成22年６月30日利益剰余金

（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

 平成22年11月９日

 取締役会
普通株式 2,676 91.00 平成22年９月30日 平成22年12月10日利益剰余金

　

２．株主資本の金額の著しい変動

（1）自己株式の取得　

  当社は、平成22年５月11日開催の取締役会において自己株式を取得することを決議し、普通株式

350,000株を取得いたしました。これにより、当第２四半期連結累計期間において自己株式が2,147百万円

増加しております。

（2）自己株式の消却　

　当社は、平成22年５月11日開催の取締役会において自己株式を消却することを決議し、平成22年５月31

日付で普通株式1,370,982株の消却を行いました。これにより、当第２四半期連結累計期間において資本

剰余金および自己株式がそれぞれ9,018百万円減少しております。

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

１．配当に関する事項

（1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

 平成23年６月28日

 定時株主総会
普通株式 2,924 101.00 平成23年３月31日 平成23年６月29日利益剰余金

（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

 平成23年11月８日

 取締役会
普通株式 3,076 110.00 平成23年９月30日 平成23年12月９日利益剰余金

　

２．株主資本の金額の著しい変動

自己株式の取得

  当社は、平成23年５月10日開催の取締役会において自己株式を取得することを決議し、普通株式500,000

株を取得いたしました。また、平成23年８月２日開催の取締役会において自己株式を取得することを決議

し、普通株式495,990株を取得いたしました。

　これにより、当第２四半期連結累計期間において自己株式が6,328百万円増加しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日　至 平成22年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報　

　 （単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

オートオー
クション

中古自動
車等買取
販売

計

売上高        

外部顧客への売

上高
21,638 6,037 27,676 2,746 30,423 － 30,423

セグメント間の
内部売上高また
は振替高

211 0 211 1 212 △212 －

計 21,850 6,038 27,888 2,747 30,636 △212 30,423

セグメント利益 11,529 354 11,884 106 11,991 59 12,050

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、株式会社アビヅの廃自動

車等のリサイクル事業と株式会社ＵＳＳ東洋の廃ゴムのリサイクル事業であります。

２．セグメント利益の調整額59百万円には、セグメント間取引消去58百万円、のれんの償却額１百万円が

含まれております。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報　

  該当事項はありません。　

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日　至 平成23年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報　

　 （単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

オートオー
クション

中古自動
車等買取
販売

計

売上高        

外部顧客への売

上高
22,094 6,574 28,669 2,769 31,438 － 31,438

セグメント間の
内部売上高また
は振替高

246 0 246 1 247 △247 －

計 22,341 6,574 28,915 2,770 31,686 △247 31,438

セグメント利益 12,810 422 13,232 18 13,251 62 13,314

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、株式会社アビヅの廃自動

車等のリサイクル事業と株式会社ＵＳＳ東洋の廃ゴムのリサイクル事業および株式会社ＵＳＳロジス

ティクス・インターナショナル・サービスの中古自動車の輸出手続代行サービス事業であります。

２．セグメント利益の調整額62百万円には、セグメント間取引消去61百万円、のれんの償却額１百万円が

含まれております。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報　

  該当事項はありません。　
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（企業結合等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成23年７月１日　至　平成23年９月30日）

共通支配下の取引等　

　共通支配下の取引等に重要性がないため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 228円62銭 278円93銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（百万円） 6,744 7,932

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 6,744 7,932

普通株式の期中平均株式数（千株） 29,497 28,439

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 228円52銭 278円49銭

（算定上の基礎）  　

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 14 44

（うち新株予約権（千株）） (14) (44)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

　

（会計方針の変更）

　第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　平成22年６月

30日）および「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　平成22年６

月30日）を適用しております。

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オ

プションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評

価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。　

　また、前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の数値は、当該会計方針の変更を

反映した遡及修正後の数値を記載しております。　

　これらの会計基準等を適用しなかった場合の、前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額は、以下のとおりであります。

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額　 　228円54銭
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（重要な後発事象）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

　当社は平成23年11月８日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第

156条の規定に基づき、自己株式を取得することおよびその具体的な取得方法について決議いたしました。

  自己株式取得に関する取締役会の決議内容

①　取得する株式の種類

当社普通株式

②　取得する株式の総数

1,000,000株（上限）

③　取得する期間

平成23年11月９日から平成24年３月23日

④　取得価額の総額

6,800百万円（上限）

⑤　取得の方法

市場取引

　

２【その他】

　平成23年11月８日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額…………………3,076百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………110円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成23年12月９日

　 （注）平成23年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社ユー・エス・エス(E05045)

四半期報告書

39/40



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年11月10日

株式会社ユー・エス・エス

取 締 役 会　 御 中

有 限 責 任　あ ず さ 監 査 法 人

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 山　田　　　順

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 宮　本　正　司

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 新　家　德　子

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ユー・エ

ス・エスの平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成23年７月１日か

ら平成23年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ

・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められ

る監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ユー・エス・エス及び連結子会社の平成23年９月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成23年11月８日開催の取締役会において、自己株式を取得することを

決議した。

当該事項は当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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